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阿
南
町
十
大（
重
大
）ニ
ュ
ー
ス

令和７年
の出来事を
振り返る

　10月に大下条小学校体育館にて150周
年記念式典を執り行いました。早稲田
人形上演、ふちっ子金管バンドの演奏
など、児童・保護者・職員、そして地
域の皆様と共にお祝いすることができ
ました。

　愛知県津島市津島神社の系譜を引きつつ
も、大三国・仕掛け花火の奉納など南信独
自の展開を遂げ、貴重であると評価されま
した。

▼大下条小学校
　創立150周年記念式典開催

▼深見の祇園祭り
「長野県無形民俗文化財」に指定

令和のコメ騒動で
ふるさと納税申込殺到

■コミュニティの森地区公園
整備工事着工及び造成完了

　令和６年度から始まりましたコミュ
ニティの森周辺の敷地造成工事が完了
しました。公園や駐車場、屋外広場の
整備、景観形成や防災拠点としての機
能強化を図ることで、平常時も有事の
際もいつでもさまざまな人々が集える
拠点とすることを目標に、コミュニティ
の森の整備を計画しております。

■多機能型事業所なないろ、放課後
等デイサービスひなたぼっこ、グ
ループホームこもれびが開所

■大阪・関西万博のイベントに
和合念仏踊りが出演

■和合地区へ防災ヘリポート完成！

■飯下消防技術大会
ポンプ車操法の部　僅差で２位

■商品券第10弾
『あなん笑顔の商品券』発行

　１月に阿南町立中学校統合準備委員
会を発足し、令和９年４月に新中学校
開校の実現に向けて新たな検討が始ま
りました。

▼阿南町立中学校統合準備委
員会発足・スタート
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確定申告特集

令和８年度（令和７年分）　申告相談日程
月　日

２月１6日（月）

※１7日（火）

18日（水）

19日（木）

２0日（金）

２4日（火）

※２5日（水）

２6日（木）

２7日（金）

3月２日（月）

３日（火）

※４日（水）

５日（木）

６日（金）

８日（日）

９日（月）

１0日（火）

１1日（水）

１2日（木）

１3日（金）

１6日（月）

時　間

13：00～16：00

10：00～15：00

9：00～16：00

9：00～15：00

9：00～16：00

9：00～15：00

9：00～16：00

9：00～12：00

9：00～16：00

会　場

和合出張所

新野出張所

富草出張所

役 場 本 庁

対　象　地　区

和合一円

（和合・日吉・心川・鈴ヶ沢）

大村

原町・荒木

寺山・栃洞

本町・砂田

東町・川尻・矢野

大島・大恩・雲雀沢

古城・横林・新木田・粟野１,２

粟野３,４・鷲巣

門原・浅野・鴨目

粟野５,６・上梅田東平・下梅田

川田・三共・大平

御供・中谷

休日受付（午前のみ）町内全域対象

千木・深見

大那木・小中尾・田上・井戸・小野

早稲田・月ヶ島・見名

平久・和知野・池の島・巾川・帯川

（申告予備日）

　令和７年分の所得税の確定申告は、２月16日㈪から３月16日㈪（土・日曜日・祝日を除
く）までです。パソコン・スマートフォンからも確定申告ができますので、ぜひ電子申告をご
利用ください。
　町では、次の日程で所得税の確定申告及び町県民税の申告相談を行います。また、休日申告
受付（要予約）を行いますので、希望される方は電話でお申込みください。

パソコン・スマホで申告 「e－Tax」

３月８日㈰ 休日申告受付予約方法
⑴ 予約受付期間 ２月２日㈪～２月13日㈮
⑵ 受付時間 平日午前８時30分～午後５時（平日のみ）
⑶ 受付方法 電話での受付とし、先着順で予約枠が埋まり次第終了とします。
⑷ 電話番号 ☎２２－４０５２（直通）　住民税務課　税務係

※印日は会場を移動するため時間短縮しています。

令和８年１月15日
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　町
か
ら
の
案
内
書
は
、
２
月
中

旬
に
郵
送
で
発
送
予
定
で
す
が
、

青
色
申
告
事
業
主
や
、
昨
年
、
営

業
・
農
業
・
不
動
産
・
山
林
所
得

等
が
あ
っ
た
方
は
、
税
務
署
か
ら

「
申
告
案
内
は
が
き
」
が
送
付
さ

れ
ま
す
。

　税
務
署
か
ら
確
定
申
告
の
案
内

が
郵
送
さ
れ
た
方
で
、
株
式
投
資

の
配
当
・
譲
渡
所
得
、
土
地
建
物

に
関
す
る
譲
渡
所
得
等
の
あ
る
方

は
、
各
地
区
で
行
う
申
告
相
談
で

は
お
取
り
扱
い
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
税
務
署
で
の
申
告

を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
青
色

申
告
者
、
山
林
所
得
の
あ
っ
た
方
、

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
初
め

て
受
け
る
方
も
、
税
務
署
で
の
申

告
を
お
願
い
し
ま
す
。

　な
お
、
昨
年
、
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ

（
電
子
申
告
）
さ
れ
た
方
に
は
案

内
書
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

　町
か
ら
の
案
内
書
は
、
申
告
の

必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
方
に
送

付
し
て
い
ま
す
が
、
案
内
書
が
届

か
な
く
て
も
、
ご
自
身
で
申
告
の

必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、

申
告
相
談
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

①
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
な
ど

の
合
計
金
額
が
、
所
得
控
除
の

合
計
金
額
を
超
え
る
方

②
給
与
の
収
入
金
額
が
２
千
万
円

を
超
え
る
方

③
給
与
を
１
か
所
か
ら
受
け
て
い

て
、
各
種
の
所
得
金
額
（
給
与

所
得
・
退
職
所
得
以
外
）
の
合

計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

④
給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
け

て
い
て
、
年
末
調
整
さ
れ
な
か

っ
た
給
与
の
収
入
金
額
と
、
給

与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
金

額
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え

る
方

　確
定
申
告
を
し
な
く
て
も
よ
い

方
で
も
、
確
定
申
告
を
す
る
こ
と

で
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
還

付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
雑
損
控
除
や
医
療
費
控
除
、
障

害
者
控
除
、
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
な
ど
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
方

②
給
与
所
得
者
で
、
年
の
途
中
で

退
職
し
、
そ
の
後
就
職
し
な
か

っ
た
た
め
、
年
末
調
整
を
受
け

な
か
っ
た
方

③
年
金
受
給
者
で
源
泉
徴
収
さ
れ

て
い
る
方

　公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合

計
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
か

つ
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得

以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下

で
あ
る
場
合
に
は
、
所
得
税
の
確

定
申
告
を
す
る
必
要
が
な
く
な
り

ま
し
た
。
こ
の
場
合
で
も
、
次
の

こ
と
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め

の
申
告
は
で
き
ま
す
。

○
住
民
税
の
申
告
は
必
要
で
す
。

　事
業
所
得
や
不
動
産
、
農
業
所

得
他
の
あ
る
方
で
確
定
申
告
書
を

提
出
さ
れ
る
方
は
、
収
支
内
訳
書

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

①
通
知
・
申
告
案
内
は
が
き

②
生
命
・
介
護
医
療
・
損
害
保
険

料
証
明
書
・
個
人
年
金
保
険
料

証
明
書

③
給
与
・
年
金
源
泉
徴
収
票

④
社
会
保
険
料
領
収
書

⑤
国
民
年
金
保
険
料
控
除
証
明
書

⑥
身
体
障
害
者
手
帳

⑦
医
療
費
支
払
領
収
書
・
明
細
書

⑧
寄
付
金
受
領
証
明
書（
領
収
書
）

⑨
所
得
計
算
に
必
要
な
領
収
書
及

び
明
細
書

⑩
申
告
者
本
人
の
口
座
番
号

⑪
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の

必
要
書
類

⑫
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
個
人
番

号
カ
ー
ド
）ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

※
給
与
・
年
金
の
源
泉
徴
収
票
は
、

役
場
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
源
泉
徴
収
票
が
な
い
と
還
付
申

告
は
で
き
ま
せ
ん
。
紛
失
さ
れ

た
場
合
は
、
お
勤
め
先
な
ど
で

再
発
行
さ
れ
た
も
の
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

申
告
の
と
き
に

　
　
　  持
参
す
る
も
の

公
的
年
金
な
ど
を

受
給
さ
れ
て
い
る
方

申
告
す
る
と

所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
方

確
定
申
告
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方

申
告
相
談
の

案
内
書
送
付
に
つ
い
て

白
色
申
告
の
方
は

収
支
内
訳
書
の
添
付
を

お
願
い
し
ま
す
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ど

の
合
計
金
額
が
、
所
得
控
除
の

合
計
金
額
を
超
え
る
方

②
給
与
の
収
入
金
額
が
２
千
万
円

を
超
え
る
方

③
給
与
を
１
か
所
か
ら
受
け
て
い

て
、
各
種
の
所
得
金
額
（
給
与

所
得
・
退
職
所
得
以
外
）
の
合

計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

④
給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
け

て
い
て
、
年
末
調
整
さ
れ
な
か

っ
た
給
与
の
収
入
金
額
と
、
給

与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
金

額
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え

る
方

　確
定
申
告
を
し
な
く
て
も
よ
い

方
で
も
、
確
定
申
告
を
す
る
こ
と

で
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
還

付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
雑
損
控
除
や
医
療
費
控
除
、
障

害
者
控
除
、
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
な
ど
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
方

②
給
与
所
得
者
で
、
年
の
途
中
で

退
職
し
、
そ
の
後
就
職
し
な
か

っ
た
た
め
、
年
末
調
整
を
受
け

な
か
っ
た
方

③
年
金
受
給
者
で
源
泉
徴
収
さ
れ

て
い
る
方

　公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合

計
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
か

つ
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得

以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下

で
あ
る
場
合
に
は
、
所
得
税
の
確

定
申
告
を
す
る
必
要
が
な
く
な
り

ま
し
た
。
こ
の
場
合
で
も
、
次
の

こ
と
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め

の
申
告
は
で
き
ま
す
。

○
住
民
税
の
申
告
は
必
要
で
す
。

　事
業
所
得
や
不
動
産
、
農
業
所

得
他
の
あ
る
方
で
確
定
申
告
書
を

提
出
さ
れ
る
方
は
、
収
支
内
訳
書

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

①
通
知
・
申
告
案
内
は
が
き

②
生
命
・
介
護
医
療
・
損
害
保
険

料
証
明
書
・
個
人
年
金
保
険
料

証
明
書

③
給
与
・
年
金
源
泉
徴
収
票

④
社
会
保
険
料
領
収
書

⑤
国
民
年
金
保
険
料
控
除
証
明
書

⑥
身
体
障
害
者
手
帳

⑦
医
療
費
支
払
領
収
書
・
明
細
書

⑧
寄
付
金
受
領
証
明
書（
領
収
書
）

⑨
所
得
計
算
に
必
要
な
領
収
書
及

び
明
細
書

⑩
申
告
者
本
人
の
口
座
番
号

⑪
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の

必
要
書
類

⑫
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
個
人
番

号
カ
ー
ド
）ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

※
給
与
・
年
金
の
源
泉
徴
収
票
は
、

役
場
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
源
泉
徴
収
票
が
な
い
と
還
付
申

告
は
で
き
ま
せ
ん
。
紛
失
さ
れ

た
場
合
は
、
お
勤
め
先
な
ど
で

再
発
行
さ
れ
た
も
の
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

申
告
の
と
き
に

　
　
　  持
参
す
る
も
の

公
的
年
金
な
ど
を

受
給
さ
れ
て
い
る
方

申
告
す
る
と

所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
方

確
定
申
告
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方

申
告
相
談
の

案
内
書
送
付
に
つ
い
て

白
色
申
告
の
方
は

収
支
内
訳
書
の
添
付
を

お
願
い
し
ま
す
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　ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

特
例
申
請
を
さ
れ
た
方
は
、
所
得

税
確
定
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
場
合
に
よ
り
住
民
税
の
申

告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
（
例
…

給
与
の
他
に
20
万
円
以
下
の
農
業

所
得
が
あ
る
場
合
な
ど
。
）

※
注
意
…
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
控

除
を
利
用
さ
れ
た
方
が
、
確
定
申

告
（
医
療
費
控
除
、
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
初
年
度
分
な
ど
）
す

る
と
、
確
定
申
告
が
優
先
さ
れ
て
、

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
控
除
が
「
無

効
」
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。（
例

年
見
受
け
ら
れ
ま
す
。）ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　令
和
７
年
中
に
健
康
の
保
持
増

進
及
び
疾
病
の
予
防
へ
の
取
組
を

さ
れ
て
い
る
方
が
医
療
費
控
除
の

特
例（
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

税
制
）が
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の

控
除
を
受
け
る
場
合
、
明
細
書
な

ど
関
係
書
類
の
添
付
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
国
税
庁

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　申
告
相
談
会
場
で
の
待
ち
時
間

短
縮
の
た
め
、
営
業
等
・
農
業
・

不
動
産
所
得
の
あ
る
方
や
医
療
費

控
除
を
受
け
る
方
は
、
年
間
の
収

入
（
売
上
）
や
必
要
経
費
、
支
払

っ
た
医
療
費
の
金
額
な
ど
を
、
事

前
に
整
理
・
集
計
し
た
上
で
ご
来

場
く
だ
さ
る
よ
う
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。
な
お
、
整
理
・
集

計
が
で
き
て
い
な
い
場
合
、
順
番

を
前
後
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　ま
た
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
の
確
定
申
告
に
つ
き
ま
し
て
は
、

受
理
の
み
と
い
た
し
ま
す
の
で
、

ご
理
解
と
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
な
ら
、
自
宅
か
ら

ネ
ッ
ト
で
確
定
申
告
で
き
ま
す
。

　ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
申
告

す
る
と
、
源
泉
徴
収
票
や
生
命
保

険
料
控
除
証
明
書
、
医
療
費
控
除

の
領
収
書
な
ど
の
書
類
の
提
出
ま

た
は
提
示
を
省
略
で
き
、
還
付
金

を
早
く
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。　確

定
申
告
期
間
中
は
24
時
間
い

つ
で
も
利
用
可
能
と
な
っ
て
い
ま

す
。　保

存
期
間
は
あ
り
ま
す
が
添
付

書
類
を
省
略
す
る
こ
と
が
可
能
で

す
。

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
は
申
告
で

き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　詳
し
く
は
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
ま
た
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ア

ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
に
つ
い
て
ご
不
明
な
点
な

ど
あ
り
ま
し
た
ら

　住
民
税
務
課

　税
務
係

☎
22
４
０
５
２（
直
通
）

ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

税
務
係
か
ら
の
お
願
い

税
務
署
・
役
場
に
行
か
ず
に

e
―
T
a
x
で
確
定
申
告

ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

特
例
申
請
を
さ
れ
た
方
へ

スマホはこちらから！

確定申告

医
療
費
控
除
の
特
例（
セ
ル
フ

メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
）を

受
け
る
方
へ

　
大
切
な
家
族
や
周
り
の
人

に
自
分
の
思
い
を
伝
え
、
誰

に
ど
の
よ
う
に
自
分
の
財
産

を
残
し
た
い
か
意
思
表
示
を

す
る
「
遺
言
書
」
が
あ
り
ま

す
。

　
一
人
で
作
成
で
き
る
も
の

も
あ
り
ま
す
が
、
記
載
不
備

な
ど
が
あ
る
と
無
効
に
な
っ

た
り
、
大
切
に
保
管
し
す
ぎ

て
紛
失
し
た
り
、
さ
ら
に
は

改
ざ
ん
な
ど
の
お
そ
れ
も
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
設
け
ら
れ

た
の
が
法
務
局
に
お
け
る
自

筆
証
書
遺
言
書
（
じ
ひ
つ
し
ょ

う
し
ょ
い
ご
ん
し
ょ
）保
管
制
度

に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
制
度
の
特
徴
は
、「
安

心
」
、「
簡
単
で
安
価
」
、「
親

切
」
で
あ
り
、
ぜ
ひ
、
ご
活
用

く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
　

長
野
地
方
法
務
局
飯
田
支
局

☎
０
２
６
５
（22）
０
０
１
４

自筆証書遺言書保管制度について自筆証書遺言書保管制度について

令和８年１月15日
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　ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

特
例
申
請
を
さ
れ
た
方
は
、
所
得

税
確
定
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
場
合
に
よ
り
住
民
税
の
申

告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
（
例
…

給
与
の
他
に
20
万
円
以
下
の
農
業

所
得
が
あ
る
場
合
な
ど
。
）

※
注
意
…
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
控

除
を
利
用
さ
れ
た
方
が
、
確
定
申

告
（
医
療
費
控
除
、
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
初
年
度
分
な
ど
）
す

る
と
、
確
定
申
告
が
優
先
さ
れ
て
、

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
控
除
が
「
無

効
」
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。（
例

年
見
受
け
ら
れ
ま
す
。）ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　令
和
７
年
中
に
健
康
の
保
持
増

進
及
び
疾
病
の
予
防
へ
の
取
組
を

さ
れ
て
い
る
方
が
医
療
費
控
除
の

特
例（
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

税
制
）が
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の

控
除
を
受
け
る
場
合
、
明
細
書
な

ど
関
係
書
類
の
添
付
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
国
税
庁

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　申
告
相
談
会
場
で
の
待
ち
時
間

短
縮
の
た
め
、
営
業
等
・
農
業
・

不
動
産
所
得
の
あ
る
方
や
医
療
費

控
除
を
受
け
る
方
は
、
年
間
の
収

入
（
売
上
）
や
必
要
経
費
、
支
払

っ
た
医
療
費
の
金
額
な
ど
を
、
事

前
に
整
理
・
集
計
し
た
上
で
ご
来

場
く
だ
さ
る
よ
う
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。
な
お
、
整
理
・
集

計
が
で
き
て
い
な
い
場
合
、
順
番

を
前
後
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　ま
た
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
の
確
定
申
告
に
つ
き
ま
し
て
は
、

受
理
の
み
と
い
た
し
ま
す
の
で
、

ご
理
解
と
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
な
ら
、
自
宅
か
ら

ネ
ッ
ト
で
確
定
申
告
で
き
ま
す
。

　ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
申
告

す
る
と
、
源
泉
徴
収
票
や
生
命
保

険
料
控
除
証
明
書
、
医
療
費
控
除

の
領
収
書
な
ど
の
書
類
の
提
出
ま

た
は
提
示
を
省
略
で
き
、
還
付
金

を
早
く
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。　確

定
申
告
期
間
中
は
24
時
間
い

つ
で
も
利
用
可
能
と
な
っ
て
い
ま

す
。　保

存
期
間
は
あ
り
ま
す
が
添
付

書
類
を
省
略
す
る
こ
と
が
可
能
で

す
。

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
は
申
告
で

き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　詳
し
く
は
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
ま
た
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ア

ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
に
つ
い
て
ご
不
明
な
点
な

ど
あ
り
ま
し
た
ら

　住
民
税
務
課

　税
務
係

☎
22
４
０
５
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通
）

ま
で
お
問
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せ
く
だ
さ
い
。

税
務
係
か
ら
の
お
願
い

税
務
署
・
役
場
に
行
か
ず
に

e
―
T
a
x
で
確
定
申
告

ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

特
例
申
請
を
さ
れ
た
方
へ

スマホはこちらから！

確定申告

医
療
費
控
除
の
特
例（
セ
ル
フ

メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
）を

受
け
る
方
へ

　
大
切
な
家
族
や
周
り
の
人

に
自
分
の
思
い
を
伝
え
、
誰

に
ど
の
よ
う
に
自
分
の
財
産

を
残
し
た
い
か
意
思
表
示
を

す
る
「
遺
言
書
」
が
あ
り
ま

す
。

　
一
人
で
作
成
で
き
る
も
の

も
あ
り
ま
す
が
、
記
載
不
備

な
ど
が
あ
る
と
無
効
に
な
っ

た
り
、
大
切
に
保
管
し
す
ぎ

て
紛
失
し
た
り
、
さ
ら
に
は

改
ざ
ん
な
ど
の
お
そ
れ
も
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
設
け
ら
れ

た
の
が
法
務
局
に
お
け
る
自

筆
証
書
遺
言
書
（
じ
ひ
つ
し
ょ

う
し
ょ
い
ご
ん
し
ょ
）保
管
制
度

に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
制
度
の
特
徴
は
、「
安

心
」
、「
簡
単
で
安
価
」
、「
親

切
」
で
あ
り
、
ぜ
ひ
、
ご
活
用

く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
　

長
野
地
方
法
務
局
飯
田
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局

☎
０
２
６
５
（22）
０
０
１
４
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上下水道料金が改定されます
１. なぜ、「料金改定」が必要なのですか？
　水道・下水道事業は、皆さんに支払っていただく「使用料金」で運営するのが原則で

す。しかし、現在、以下の理由から経営が非常に厳しくなっています。

・収入の減少：少子高齢化や人口減少により、料金収入が減り続けています。 

・施設の老朽化：古くなった水道管の更新や、施設の改修に多額の費用が必要です。

・水道事業の状況：令和12年度まで水道管の更新を計画的に進めており、その後も老朽

化した施設の改修を予定しています。将来的には、不足する費用を町の税金（基準外

繰入金）で補い続ける必要が出てくる見込みです。

・下水道事業の状況：建設時の借入金の返済（元金と利息）はピークを過ぎましたが、

供用開始から30年未満が基準となっているこれまで受けていた国の支援制度（基準内

繰入による交付税措置）が終了します。

　また、令和15年度からは施設の老朽化対策が必要になるため、引き続き運営費が不

足し、基準外繰入金で補わなければなりません。

R5

591

1,516

水道会計

R6
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（万円）

上下水道会計の一般会計繰入金（基準外）の状況
（料金改定前）

使用料だけでは足りな
い部分をこれだけ町
（一般会計）から負担
しているんだ～

下水道会計

水道会計

広報あなん 第 707 号

9

２. 改定までの経緯
　町は当初、10％程度の増額を検討し審議会へ諮問しました。

　しかし、審議会からは「当町の料金水準は既に高い」「昨今の物価高騰」という厳し

い現状を踏まえ、５％程度に抑えるべきとの答申を受けました。

　町は審議会のご意見を尊重し、値上げ幅を約５％程度に決定しました。

３. いつから変わりますか？
　令和８年４月１日以降の使用分（令和８年６月請求分）から新しい料金を適用します。

　
４. 新しい料金表

◆水道料金（税抜）
使用水量１㎥あたりの水道料金（メーター口径13mmの場合）

　水道料金試算（メーター口径13mmの場合）
＜計算方法＞　一般家庭で月20㎥使用した場合
　基本料金＋超過料金＋メーター使用料＋消費税
＝1,818円（10㎥）＋（197円×10㎥）＋86円＋387円＝4,261円（消費税は切捨て）

区　分 使用水量 改定前 改定後

◆下水道料金（税抜）

基本料金

超過料金

（１㎥につき）

メーター料金

10㎥まで

11～40㎥

41～110㎥

111㎥ ～

1,731円

187円

228円

244円

81円

1,818円
197円
240円
257円
86円

改定前 改定後

208円 219円

１か月あたり
使用水量（㎥）

今の料金
（税込）

新料金
（税込） 増加額

20㎥ 4,050円 4,261円 ＋211円

　下水道料金試算
＜計算方法＞　一般家庭で月20㎥使用した場合　
　料金＋消費税
＝219円×20㎥＋438円＝4,818円（消費税は切捨て）

■問合せ　建設環境課　環境水道係　☎22-4053

１か月あたり
使用水量（㎥）

今の料金
（税込）

新料金
（税込） 増加額

20㎥ 4,576円 4,818円 ＋242円

１㎥あたり

令和８年１月15日

8
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○「
ゆ
ぅ
ゆ
〜
ら
ん
ど
阿
南
」
の
設
置
及

び
管
理
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
（
か
じ
か

の
湯
の
入
浴
料
の
改
正
）

○
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易
水
道
事
業
給
水
条
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の
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部
を

改
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す
る
条
例
に
つ
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て
（
水
道
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基
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料
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量
料
金
の
改
正
）

○
農
業
集
落
排
水
施
設
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
（
下
水
道

の
従
量
料
金
の
改
正
）

﹇ 

３
件

　12
月
16
日

　原
案
可
決 

﹈

○
令
和
７
年
度
阿
南
町
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
５
号
）（
町
づ
く
り
活
性
化

事
業
補
助
金
、重
機
借
上
料
、耕
地
災

害
復
旧
事
業
な
ど
５
百
87
万
２
千
円

追
加
）

○
令
和
７
年
度
阿
南
町
介
護
保
険
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別

会
計
補
正
予
算（
第
３
号
）に
つ
い
て

（
制
度
改
正
に
よ
る
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ス
テ
ム
改
修
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ー
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等
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２
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２
千
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追
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円
追
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）
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３
件

　12
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16
日

　原
案
可
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﹈

○
診
療
報
酬
・
介
護
報
酬
及
び
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
等
報
酬
10
％
以
上
の
引

き
上
げ
を
求
め
る
陳
情
書

﹇ 

１
件

　12
月
16
日

　採
択 

﹈

○
令
和
７
年
度
放
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備

支
援
事
業
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ

化
工
事
（
契
約
額
６
億
５
千
５
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60
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株
式
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ー
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ク 

飯
田

支
店
）
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和
７
年
度 
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Ｈ
Ｈ
Ｏ
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タ
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築
工
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契
約
額
６

千
９
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万
円
、
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営
業
所
）
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７
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度 
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創
生
道
整
備
推
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交
付
金
事
業
道
路
改
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（
契

約
額
１
億
１
千
１
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万
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、
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社 
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ク
ト
）
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３
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月
16
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　原
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﹈

○
令
和
７
年
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阿
南
町
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会
計
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算
（
第
４
号
）（
阿
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町
Ｈ
Ｈ
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セ
ン
タ
ー
新
築
工
事
費
、
１
千

５
百
35
万
２
千
円
追
加
）

﹇ 

12
月
５
日

　承
認 

﹈

○（
来
春
町
長
選
挙
、
区
業
務
軽
減
と
町

の
支
援
、阿
南
高
校
の
存
続
、補
助
金

の
増
額
、保
小
中
の
災
害
訓
練
、ク
マ

対
策
な
ど
）

　詳
し
く
は
次
回
発
行
の
「
議
会
だ
よ

り
」第
1
0
4
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
問
合
せ

　議
会
事
務
局
☎
２
２
―
２
１
４
１

　和合念仏踊り保存会が、地域社会における芸術文化の振興
について長年に亘り優れた成果をあげてきた団体として「公
益財団法人ポーラ伝統文化振興財団　第45回伝統文化ポーラ
賞　地域賞」を受賞されました。
　12月９日に東京で贈呈式が開催され、代表して保存会長が
出席されました。
　人口減少や過疎化という課題のある中で、都市部から移住
した人々や地元の若者たちが熱意を持って継承に携わり、踊
りは途切れることなく受け継がれていることが評価され、今
回の受賞となりました。

和合念仏踊り保存会「第45回伝統文化ポーラ賞 地域賞」受賞

　
条
例
改
正
３
件
、
令
和
７
年
度
補
正
予
算
（
一
般
・
特
別
・
事
業
会
計
）

３
件
、
工
事
請
負
契
約
の
締
結
３
件
、
意
見
書
の
提
出
１
件
が
可
決
さ
れ
、

陳
情
１
件
が
採
択
、
専
決
処
分
事
項
の
報
告
１
件
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　令
和
７
年
第
６
回
阿
南
町
議
会
定
例
会
が
12
月
５
日
か
ら
16
日
ま
で
の
12
日
間
の

会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

第
６
回
阿
南
町
議
会
12
月
定
例
会
報
告

補
正
予
算

陳
情
の
採
択

そ
の
他

条
例
改
正

一
般
質
問（
開
会
日
）6
名

専
決
処
分
事
項
の
報
告

令和８年１月15日
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●歯周病検診対象の皆様へ

歯周病検診は２月28日までに受診をお願いします！

阿南町国保にご加入の40才以上の方は３月31日まで受けられます！

　歯周病検診対象の令和７年度中に20,30,40,50,60,70歳になる方に向けて、４月に通知
をご自宅にお届けしています。受診券の有効期限は２月28日までです。

　無料で検診を受けられる貴重な機会です。お早めに医療機関へお申込みください。
※治療等にかかる費用は自己負担になります。
※対象医療機関一覧を受診券といっしょにお届けしますので、ご確認ください。

■問合せ　民生課  健康支援係　☎22-4051

☆職場やかかりつけ医等で血液検査結果のある方は、民生課へ結果提出していただくと
特定健診を受けたとみなされますので、提出のご協力をお願いします。

　まだ今年度の特定健診を受けていない方は、【特定健診受診券】（桃色）を利用して個別健診を受
けることができますので、お早めに医療機関へお申込みください。

　令和７年２月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受け、国はこのような大規模林野火災を未
然に防ぐため、火災予防条例の一部を改正する通知を発出しました。
　これにより当地域の南信州広域連合火災予防条例を改正、令和８年１月１日より施行されました。
　主な改正点は、林野火災注意報が新たに設けられたほか、火災警報がより効果的に運用できるように、発令基準
が見直されました。

　降雨のない日が続いて空気が乾燥している時に、「林野火災注意報」を発令する場合があり
ます。また、さらに強風注意報が発表される等、火災が発生しやすく、火災が発生した場合に
広い範囲に延焼する危険性が著しく高まった場合には、「火災警報」が発令されます。

林野火災注意報の発令中については、たき火、火入れ等は控えてください。
火災警報の発令中は、たき火・火入れ等が禁止され、これに違反した場合は、
30万円以下の罰金または拘留に処される場合があります。（消防法第22条、44条）

　火災警報の発令中に禁止される行為等は以下のとおりです。
▶山林、原野等における火入れ　　▶煙火（花火）の消費（使用）　▶屋外における火遊び、たき火
▶屋外における、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近での喫煙
▶山林、原野等の場所で、指定した区域内における喫煙
▶残火（たばこの吸殻を含む）、取灰または火粉を始末すること

令和７年度

特定健診（生活習慣病健診）はお済みですか？

令和８年１月１日から ＜飯田広域消防本部からのお知らせ＞

林野火災注意報を創設、火災警報が変わりました

詳しい情報は、飯田広域消防ホームページからご確認ください。
スマホの方はこちらから→

火災予防にご協力を
お願いします飯田広域消防本部 検 索

！注意点！

広報あなん 第 707 号
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ク
整
備

支
援
事
業
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ

化
工
事
（
契
約
額
６
億
５
千
５
百
60

万
円
、
株
式
会
社
シ
ー
テ
ッ
ク 

飯
田

支
店
）

○
令
和
７
年
度 

阿
南
町
Ｈ
Ｈ
Ｏ
ラ
イ

フ
セ
ン
タ
ー 

新
築
工
事
（
契
約
額
６

千
９
百
96
万
円
、
木
下
建
設
株
式
会

社 

阿
南
営
業
所
）

○
令
和
７
年
度 

地
方
創
生
道
整
備
推

進
交
付
金
事
業
道
路
改
良
工
事
（
契

約
額
１
億
１
千
１
百
10
万
円
、
株
式

会
社 

サ
ン
テ
ク
ト
）

﹇ 

３
件

　12
月
16
日

　原
案
可
決 

﹈

○
令
和
７
年
度
阿
南
町
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
４
号
）（
阿
南
町
Ｈ
Ｈ
Ｏ
ラ

イ
フ
セ
ン
タ
ー
新
築
工
事
費
、
１
千

５
百
35
万
２
千
円
追
加
）

﹇ 

12
月
５
日

　承
認 

﹈

○（
来
春
町
長
選
挙
、
区
業
務
軽
減
と
町

の
支
援
、阿
南
高
校
の
存
続
、補
助
金

の
増
額
、保
小
中
の
災
害
訓
練
、ク
マ

対
策
な
ど
）

　詳
し
く
は
次
回
発
行
の
「
議
会
だ
よ

り
」第
1
0
4
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
問
合
せ

　議
会
事
務
局
☎
２
２
―
２
１
４
１

　和合念仏踊り保存会が、地域社会における芸術文化の振興
について長年に亘り優れた成果をあげてきた団体として「公
益財団法人ポーラ伝統文化振興財団　第45回伝統文化ポーラ
賞　地域賞」を受賞されました。
　12月９日に東京で贈呈式が開催され、代表して保存会長が
出席されました。
　人口減少や過疎化という課題のある中で、都市部から移住
した人々や地元の若者たちが熱意を持って継承に携わり、踊
りは途切れることなく受け継がれていることが評価され、今
回の受賞となりました。

和合念仏踊り保存会「第45回伝統文化ポーラ賞 地域賞」受賞

　
条
例
改
正
３
件
、
令
和
７
年
度
補
正
予
算
（
一
般
・
特
別
・
事
業
会
計
）

３
件
、
工
事
請
負
契
約
の
締
結
３
件
、
意
見
書
の
提
出
１
件
が
可
決
さ
れ
、

陳
情
１
件
が
採
択
、
専
決
処
分
事
項
の
報
告
１
件
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　令
和
７
年
第
６
回
阿
南
町
議
会
定
例
会
が
12
月
５
日
か
ら
16
日
ま
で
の
12
日
間
の

会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

第
６
回
阿
南
町
議
会
12
月
定
例
会
報
告

補
正
予
算

陳
情
の
採
択

そ
の
他

条
例
改
正

一
般
質
問（
開
会
日
）6
名

専
決
処
分
事
項
の
報
告

令和８年１月15日

10

●歯周病検診対象の皆様へ

歯周病検診は２月28日までに受診をお願いします！

阿南町国保にご加入の40才以上の方は３月31日まで受けられます！

　歯周病検診対象の令和７年度中に20,30,40,50,60,70歳になる方に向けて、４月に通知
をご自宅にお届けしています。受診券の有効期限は２月28日までです。

　無料で検診を受けられる貴重な機会です。お早めに医療機関へお申込みください。
※治療等にかかる費用は自己負担になります。
※対象医療機関一覧を受診券といっしょにお届けしますので、ご確認ください。

■問合せ　民生課  健康支援係　☎22-4051

☆職場やかかりつけ医等で血液検査結果のある方は、民生課へ結果提出していただくと
特定健診を受けたとみなされますので、提出のご協力をお願いします。

　まだ今年度の特定健診を受けていない方は、【特定健診受診券】（桃色）を利用して個別健診を受
けることができますので、お早めに医療機関へお申込みください。

　令和７年２月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受け、国はこのような大規模林野火災を未
然に防ぐため、火災予防条例の一部を改正する通知を発出しました。
　これにより当地域の南信州広域連合火災予防条例を改正、令和８年１月１日より施行されました。
　主な改正点は、林野火災注意報が新たに設けられたほか、火災警報がより効果的に運用できるように、発令基準
が見直されました。

　降雨のない日が続いて空気が乾燥している時に、「林野火災注意報」を発令する場合があり
ます。また、さらに強風注意報が発表される等、火災が発生しやすく、火災が発生した場合に
広い範囲に延焼する危険性が著しく高まった場合には、「火災警報」が発令されます。

林野火災注意報の発令中については、たき火、火入れ等は控えてください。
火災警報の発令中は、たき火・火入れ等が禁止され、これに違反した場合は、
30万円以下の罰金または拘留に処される場合があります。（消防法第22条、44条）

　火災警報の発令中に禁止される行為等は以下のとおりです。
▶山林、原野等における火入れ　　▶煙火（花火）の消費（使用）　▶屋外における火遊び、たき火
▶屋外における、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近での喫煙
▶山林、原野等の場所で、指定した区域内における喫煙
▶残火（たばこの吸殻を含む）、取灰または火粉を始末すること

令和７年度

特定健診（生活習慣病健診）はお済みですか？

令和８年１月１日から ＜飯田広域消防本部からのお知らせ＞

林野火災注意報を創設、火災警報が変わりました

詳しい情報は、飯田広域消防ホームページからご確認ください。
スマホの方はこちらから→

火災予防にご協力を
お願いします飯田広域消防本部 検 索

！注意点！

広報あなん 第 707 号
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長
野
県
シ
ニ
ア
大
学
南
信
州
学
部

▼
募
集
人
員

　60
人

▼
対
象
者

　概
ね
50
歳
以
上
の
方

▼
修
学
期
間

　２
年
間

▼
学
習
内
容

　教
養
講
座
・
実
技
選
択
講
座
・

　地
域
づ
く
り
講
座

▼
受
講
料
等 

年
間
１
２
，０
０
０
円

　（
教
材
費
、活
動
費
は
別
途
）

▼
募
集
期
間

　２
月
２
日
㈪
か
ら

　
　
　
　
　
　３
月
31
日
㈫
ま
で

▼
問
合
せ

　飯
田
保
健
福
祉
事
務
所
福
祉
課

☎
0
2
6
5
53
0
4
6
4

　詳
し
く
は
長
野
県
シ
ニ

ア
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
狩
猟
免
許
試
験

▼
日
時

　２
月
14
日
㈯
午
前
８
時
か
ら

▼
場
所

　飯
田
合
同
庁
舎
３
階
講
堂

▼
申
込
み
期
間

１
月
13
日
㈫
〜
１
月
23
日
㈮

▼
申
込
み
先

　

　南
信
州
地
域
振
興
局  

林
務
課
林
務
係

☎
0
2
6
5
53
0
4
2
3

▼
手
数
料

　

免
許
一
種
類
に
つ
き
５
，２
０
０
円

（
町
で
半
額
補
助
）

※
申
請
時
に
医
師
の
診
断
書
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

▼
定
員

　先
着
40
人
ま
で

◎
初
心
者
講
習
会（
受
験
者
対
象
）

▼
日
時

　２
月
７
日
㈯

午
前
８
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

▼
場
所

　飯
田
合
同
庁
舎
３
階
講
堂

▼
テ
キ
ス
ト
代

　３
，５
０
０
円

（
町
で
半
額
補
助
）

▼
問
合
せ  

建
設
環
境
課  

建
設
林
務
係

☎
22
4
0
5
3

　町
の
民
生
児
童
委
員
と
人
権
擁
護

委
員
及
び
行
政
相
談
委
員
に
よ
る
合

同
の
「
暮
ら
し
の
相
談
所
」
が
開
設
さ

れ
ま
す
。

　相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら

れ
ま
す
。お
気
軽
に
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

▼
日
時

　１
月
19
日
㈪

　
　
　
　午
後
１
時
30
分
〜
３
時

（
受
付
終
了
）

▼
場
所

　町
民
会
館

▼
相
談
員

民
生
児
童
委
員
、
人
権
擁
護
委
員
、

行
政
相
談
委
員

▼
相
談
内
容

道
路
、
農
地
、
公
害
、
年
金
、
登
記
、

相
続
、
福
祉
な
ど

▼
問
合
せ

　総
務
課  

行
政
係

☎
22
2
1
4
1

　町
で
は
、
計
量
法
に
基
づ
き
水
道

メ
ー
タ
ー
の
取
替
工
事
を
行
い
ま
す
。

　今
年
度
交
換
対
象
の
お
宅
に
は
12
月

か
ら
３
月
に
か
け
て
施
工
業
者
が
取

長
野
県
シ
ニ
ア
大
学
学
生
募
集

狩
猟
免
許
試
験
が
実
施
さ
れ
ま
す

『
暮
ら
し
の
相
談
所
』

開
設
の
お
知
ら
せ

水
道
メ
ー
タ
ー
の

取
替
工
事
の
お
知
ら
せ

替
に
伺
い
ま
す
。

▼
施
工
業
者

　コ
ー
セ
ン
設
備
測
設（
富
草
地
区
）

　松
下
設
備（
大
下
条
地
区
）

　栗
生
商
店（
和
合
・
新
野
地
区
）

　メ
ー
タ
ー
付
近
に
犬
を
つ
な
い
だ
り
、

物
を
置
か
な
い
よ
う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　取
替
の
間
は
一
時
的
に
水
が
使
用

で
き
な
く
な
り
ま
す
。利
用
者
の
皆

様
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　今
回
の
メ
ー
タ
ー
取
替
で
料
金
を

い
た
だ
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

建
設
環
境
課

　環
境
水
道
係

☎
22
4
0
5
3

ごみを出すときのチェックポイント

２月のごみ分別収集のお知らせ
必要な方は、切り取って、目につくところに貼ってお使いください。

●田上処分場への直接持込について
　田上処分場に持込めるごみは、不燃ごみ（金属･陶器･
ガラス）のみになります。
　金属製品でも、法律で処分方法が定められている家電
製品（テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機・乾燥機、パ
ソコン）は、持込むことができません。
　また、電池と蛍光管は毎年３月の回収日に別途回収し
ておりますので、持込む前に取り外しをお願いします。

日
1

8

15
田上処分場
持込日
22

月
2

燃やすごみ

9

燃やすごみ

16

燃やすごみ

23

燃やすごみ

火
3

アルミ缶
スチール缶
10

茶色びん
無色びん
その他びん
17

ペットボトル

24

水
4

プラスチックごみ

11

18

プラスチックごみ

25

木
5

燃やすごみ

12

燃やすごみ

19

燃やすごみ

26

燃やすごみ

金
6

13

20

27

土
7

富草地区
不燃ごみ回収

14
田上処分場
持込日
21

大下条地区
不燃ごみ回収
28

和合・新野地区
不燃ごみ回収

切り取り線
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必要な方は、切り取って、目につくところに貼ってお使いください。

●田上処分場への直接持込について
　田上処分場に持込めるごみは、不燃ごみ（金属･陶器･
ガラス）のみになります。
　金属製品でも、法律で処分方法が定められている家電
製品（テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機・乾燥機、パ
ソコン）は、持込むことができません。
　また、電池と蛍光管は毎年３月の回収日に別途回収し
ておりますので、持込む前に取り外しをお願いします。

日
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田上処分場
持込日
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14
田上処分場
持込日
21

大下条地区
不燃ごみ回収
28

和合・新野地区
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＊地元の高校である阿南高校の活動を紹介します＊

11/28  秋季クラスマッチⅡ開催
　秋晴れのもと、10月に引き続きクラスマッチが
行われました。今年に入って３回目のクラスマッ
チのため、どの競技も白熱した試合が展開され、
応援する声援もより一層力が入っていました。

３年  各種セミナー開催
　卒業後の生活を見据えて各種セミナーが開催さ
れました。年金や金融・労働に関する基礎知識や
近年発生しているトラブルについて分かりやすく
ご説明いただきました。社会のしくみを学び、自
分の将来を見つめるきっかけとなりました。

令和７年度  探究学習成果発表会について（ご案内）
日時：令和８年（2026年）１月28日㈬　12：50～15：10 
会場：阿南町文化会館

詳しくは本校ホームページでご確認ください

阿南高校
ホームページQRコード

さつまいもプロジェクト
　初夏に有志で植えたさつまいも（通称：さつま
いもプロジェクト）は、秋に収穫を行い、生徒主
体で芋けんぴを作ることになりました。調理だけ
でなく、パッケージも生徒で制作し、温かみのあ
る芋けんぴができました。今年は全校生徒に配布
し、美味しくいただきました。

クリスマスイベント開催
　毎年この時期は、各授業や委員会主催のクリス
マスイベントが開催されます。今年も音楽の授業
や図書委員会によるクリスマスイベントが行われ
ました。どの催しも、これまでの成果や準備が感
じられるもので、参加した生徒もリラックスした
様子でひとときを楽しんでいました。

阿南高校
公式キャラクター

「 な な ん 」

『永えに地域のシンボルたれ』

本校ホームページには、日頃の様子を随時掲載しています。
ぜひご覧ください。

芋けんぴ作りの様子 １年 ハンドベルコンサート ３年 音楽選択者による発表

パッケージ制作の様子 図書委員会主催　クリスマス会

令和８年１月15日
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